
佐賀市告示第９７号 

 

佐賀市旗を次のように定める。 

 

平成１８年４月３０日 

 

佐賀市長 秀 島 敏 行 
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 市旗の規格及び色 

(1) 市旗の縦横の割合は、縦２に対し横３とする。 

(2) 市章の中心は、市旗の中心とする。 

(3) 市章の縦の長さは、市旗の縦の長さの６分の４とする。 

(4) 市旗の色は、次のとおりとする。 

生地の部分 ＤＩＣ１２６Ｐ 

      （Ｃ： ０％ Ｍ： ０％ Ｙ：５０％ Ｋ： ０％） 

緑色の部分 ＤＩＣ１７１Ｐ 

      （Ｃ：５６％ Ｍ： ０％ Ｙ：９５％ Ｋ： ０％） 

青色の部分 ＤＩＣ１８３Ｐ 

      （Ｃ：９１％ Ｍ：４４％ Ｙ： ０％ Ｋ： ０％） 

 


